
場所 静岡県弁護士会館
静岡市葵区追手町10-80（静岡地方裁判所本庁構内）

共催 静岡県弁護士会・静岡地方法務局

１６：００～１７：００
弁護士による無料法律相談（事前予約制）
ご予約は静岡県弁護士会 054-252-0008 に

2／２４（火）までにお申し込みください

※ 一組あたり30分が上限となります。

遺産分割・遺言・相続のご相談に限ります。

相続や
遺産分割の
基礎知識を
知りたい

ここ最近、ルールが大きく変わっている！？

22026
年 金

１３：３０～１５：３0
講義① 知っておこう 相続のルール （静岡県弁護士会）

講義② 法務局で気軽に遺言書保管 （静岡地方法務局）

～「自筆証書遺言書保管制度」～

講義③ 相続登記義務化について （静岡地方法務局）

いずれも予約不要・定員８０名（先着順）
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